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令和４年度第１回徳島市入札監視委員会 議事録 

開催日時 令和４年９月２０日（火）１４：００～ 

開催場所 徳島市役所８階 庁議室 

出席者 委員会 

 

徳島市及び 

上下水道局 

多田委員長、則包委員、谷口委員、臼井委員、尾野委員 

 

契約監理課長、上下水道総務課長、上下水道局工事検査監ほか関係各課・事務

局職員 

審議案件 

 

 

 

一般競争入札（総合評価方式含む） ３件 

指名競争入札           ５件 

随意契約             ２件 

合計               10件 

 

議事概要 

委  員  会 徳  島  市 

入札・契約手続等の運用状況等について 

 

◇特になし  

審議１ ＜一般競争入札・総合評価方式＞ 田宮西ポンプ場５号雨水ポンプ設備工事 

（河川水路課） 

◇「入札の結果及び経過」を見ると失格基準価格ぎりぎりで

すね。「２億２，６２７万円」と「２億５７０万円」の違

いは。 

 

◇入札結果の「107.500」と「52.260」はどういう数字です

か。 

 

 

◇結構、失格基準価格ぎりぎりなので、品質を担保するには

心配で、安くていいのですか。品質を保つためには予定価

格があるだろうけれど、より安く見積もっているところが

落札して、品質が大丈夫なのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

◇契約保証金が免除になっているのはなぜですか。 

 

 

 

 

◆入札は税抜き金額で実施しますので、「２億５７０

万円」は税抜き金額になります。契約は税込み「２

億２，６２７万円」になっています。 

 

◆総合評価方式において「107.500」は「基礎点＋加

算点」、「52.260」は最終的な評価値で、これが最も

高い者が落札となります。 

 

◆総合評価方式ではありますが、前提として一般競

争入札による価格競争です。価格競争に一定の社

会性、技術者の実績評価を加え、最終的に評価値が

最も高いものを評価するのが総合評価方式になり

ます。予定価格イコール設計金額でありまして、失

格基準価格より低ければ、品質の確保、担保が見込

めないとして、即失格としています。今回落札した

業者は失格基準価格より上でかつ評価値が最も高

く、４番目の業者は失格基準価格を下回っていま

すので、評価をする前に失格という扱いです。 

 

◆契約保証金の納付には５種類ほどあります。現金、

西日本建設業保証㈱の保証、損保会社の保証、履行

ボンド、銀行保証であります。この場合、契約保証

金に相当する額の履行ボンドを結んだということ

で、万が一の場合に契約保証金と同じような効力
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◇総合評価方式で、一番高い評価値の業者の入札価格が一番

低いからではなく、一番高い場合もありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

を市は得られることになりますので、記載上契約

保証金は免除となります。保証会社の保証付きは

現金で納めるのと同じ効力が得られたということ

です。 

 

◆金額的には１番、２番、３番の順番であっても、２

番の業者の評価が一番高くなることもあり得ま

す。計算上は金額の部分が多くを占めております

ので、僅差であればひっくり返る場合もあります

が、参加する業者も評価点を高くしようとがんば

っていますので、そんなに差がつくこともありま

せんが、ひっくり返ることも実際ありました。 

 

審議２ ＜一般競争入札＞ 北佐古・田宮・春日線自転車通行空間整備工事                                          

（道路建設課） 

◇特になし  

審議３ ＜指名競争入札＞ 壱町地橋改良工事 

                                            （道路建設課） 

◇入札結果を見ると全部で９業者が応札するはずですが辞

退がかなり目立っています。業者の手持ち工事がいっぱい

いっぱいで応札できない事情かもしれないが、これだけ辞

退が多いと適正な入札が実施できないと推察できるので、

もっと拡大して業者の網を広げるのはいかがですか。 

 

◇なぜ広げることが難しいのか理由がわからない。 

 

 

 

 

 

◇具体的な数字、定量的な説明がほしい。 

 

 

◇データで喋ってほしい。全部で２８回入札がありました。

そのうち２６回は３者、５者以上でした。私だったら棒グ

ラフで示します。そう見せられると納得するが、今は前提

が崩れている。常にこういう仕事はデータを積み上げて考

え、説明をしていくことでより良い事務体制を構築してい

くでしょう。 

 そもそも入札監視委員会の監視の意味がよくわかってい

ないが確認したい。似たような言葉で監督、監査、検査、

監視がある。監視はどのようなことをするのか。 

 

◇運用面で適切性を欠くもの、体制面で妥当性を欠くものに

◆おっしゃる通りで、先日の書面開催のときにもご

指摘いただいた同じ地区で、この地区は勝占、多家

良地区ということで市内の南の広大な地域です。

元々業者数が少なく、工事場所もかなり散らばり、

業者数をこれ以上増やすのは困難です。 

 

◆今９業者いますので、そこに他の地区をつけるこ

とはできなくはありませんが。この案件はたまた

ま２業者でしたが、他の案件では一定の応札があ

ることもしない理由です。全てが１者ですと今後

検討していく必要がありますが。 

 

◆今のところ手持ちは持っていない。データは拾え

ていません。 

 

◆入札監視委員会の設置要綱に基づきますと、「入

札・契約手続等の運用状況等について」の報告を受

けること、委員会が抽出したものに関し、参加資

格、指名の理由及び経緯等の審議を行い、意見の具

申又は勧告を行うこと、参加資格がない理由、非指

名の理由、総合評価方式の落札決定結果に係る再

苦情処理を行うことと規定されています。 

 

 

 

◆例えば何者になった場合に地区を広げるとかの規
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ついては、意見、勧告することは許される。今回の件はさ

ておき、今後適正な入札が行われているのかどうかが、デ

ータ面で十分なエビデンスがないまま先送りされている。 

  

 

 

 

 

◇本当は、誰がいつまでにどうしますかと示してほしい。 

 

 

 

 

 

◇明確な基準作りをお願いします。 

 

◇一般論で伺いたい。辞退した業者が落札業者の下請又は孫

請に入るのは制約ありますか。 

 

 

 

 

 

◇阻害要因の一つになりかねない。それぞれの業者がきちん

と積算して入札に参加してほしいのに辞退する。入札価格

の計算もしないで、裏で色々相談することになりかねない

ので、そのあたりの制約がないのはどんなものかなと思い

ます。 

 

 

 

◇最終的には入札が適正に運用されているかどうか、税金の

使い方としてちゃんとしているかというチェックですが、

黒か白かの判定はここではできない。疑いがあるようなこ

とにならないよう予防措置的に目を光らせておく必要が

ある。そのためにも何も制約がないのはどうなのか。 

 

◇橋梁の改良、改修ですよね。老朽化した橋梁の対応という

観点で今後増えてくる工事で、地域で指名するのは確かに

地域の業者に工事を発注する観点では大事なのはわかり

ますが、工事数が増えれば増えるほどこういう辞退が起き

かねないので、こういうことが増えないように検討してい

ただきたい。 

 ２点目は、内訳を見ると 2 者の見積もりはほぼ同じくら

いの金額を出してきているが、入札後公表とは乖離してい

るように感じる。工事内容が、実際に業者は違う工事が必

要だとみているのか、どこに何を積算するかは違う物なの

定がありません。これを設けるかどうかも含めて

今後検討という回答を先日させていただきました

が、一定の案件によって、工事によって、地区によ

って、そのような線が引けるのかどうか難しい問

題があります。ただ一定のラインを引かないと人

が替わったときにどうなるのかもありますので、

私どもの方で検討したいと考えています。 

 

◆地区によって、案件によって、工事の種類によって

入札の参加者、指名業者数も変わります。業者数が

少ない案件が何回か続けばどうするかという基準

をできるだけ設けていけるように、これは必要で

あると思っています。 

 

◆承知しました。 

 

◆制約はありません。指名した業者が落札業者の下

請に入ることを妨げておりませんし、望ましいこ

とでないかもしれませんが、あり得ることだと思

います。変な疑念を招きかねないと我々も思いま

す。ただ、あくまでも元請と下請の関係になりま

す。 

 

◆制約を設けるのかどうかも含めて、他都市の例は

わかりませんが、入札監視委員会でご指摘をいた

だくことがありますので、市として踏み込んで制

約できるのか。落札業者の下請に入ることを制限

できるかどうか、今まで検討したことがありませ

んでしたので、一から参考になる例を調べていき

たいと考えています。 

 

◆一から検討していきたいと思います。次回検討結

果はお知らせできると思います。 

 

 

 

 

◆昨年開催時のご指摘と重なる部分がありますが、

市が積算した内訳明細書と業者が見積もった内訳

明細書の項目ごとの金額に差がありますが、業者

の見積もり能力や我々の指導ができていないこと

もございます。 

 例えばこの内訳明細書の項目で、沓座拡幅工の部

分が、市の見積もりは３７万円ですが、業者は８０

万円と見積もっています。工事項目の沓座拡幅工

として見積もるのか、どこの項目に入れるのかと

いう解釈の違いもあるかもわかりません。担当課



 

－4－ 

 

か。実際橋の工事にかかわってくる内容なので気になりま

す。改良工事として必要としているものは何と伝えている

と思いますが、予定価格と 2者の明細に乖離、ずれがある

のはいかがか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇積算システムでしているのは理解しているが、結局業者が

理解できていないのは、行政側の指導が行き届いていない

ことにつながりかねない。時間はないと思いますが、説明

会とか何か周知徹底できるような手立てをしないと、毎回

聞いてしまいそうです。 

で労務単価、数量等を積算して適切に見積もった

ものと業者が提出してきたものとの解釈が違うの

は、過去からご指摘をいただいています。 

断面修復工に関しても、道路建設課が見積もった

金額とかなり乖離がありますが、金額に関しては

徳島県の積算基準に則って積算しております。違

うのは現場管理費、一般管理費の見込み方が業者

によってその部分を削ったりしています。 

あくまでも推測ですが、内訳を積み上げるのでは

なく、総額からの割り戻すような従来からの仕方

があることは否めません。今後は適切な見積もり

が業者にできるような方法、添付資料をさらに与

える等今後検討したいと考えています。 

 

◆徳島県は見積もり参考資料を付けたりしているの

で、市としても考えられますが、担当課の方とも協

議しないといけませんので、今後庁内の検討する

場で検討していきたいと考えています。 

審議４ ＜指名競争入札＞ 城東小学校ブロック塀等安全対策工事 

                                         （教育委員会総務課） 

◇１４９万円という丸い数字が気になります。トータルから

明細に分けるのではなく、それぞれの工事費用の見積もり

額を積み上げて最後に工事価格税抜きということですが、

個別には４円とか８円とかあるが、トータルすると丸い数

字になるのはどういう出し方をしていますか。 

 

◇直接工事費計より下の費用の端数の部分は、調整のための

意味ですか。 

 

◇きちんと原価計算せず、総額を出しておいて、市側に出す

資料を作ったのが現実ではないですか。それは本当は駄目

で、きちんと積み上げ計算してくださいと念押しが必要

で、今まで指導してこなかったのではないですか。こうい

う雑な入札になって、格好だけの入札になっている。霞が

関、国土交通省の入札だったら、ここまで雑ではないと思

います。もう少し徳島市が業者に指導して、積み上げ計算

させる努力を積み重ねていかなければならない。あまりに

どんぶり勘定で適当なのが丸わかりです。 

 

◇業者の本音を聞いて、実態把握をして、その上で指導して

いくプロセスが必要になると思います。 

 

 

◆直接工事費につきましては、端数になりますが、諸

経費のところで丸めるので、最終の工事価格は丸

められた数値になります。 

 

 

 

◆経費率の範囲で、最終万円単位まで丸める端数処

理をしています。 

 

◆現状把握しておりませんが、そのようなことがあ

るのではないかと感じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆もっともだと思います。 

 

審議５ ＜随意契約＞ 東部環境事業所し尿処理施設補修工事 

                                            （東部施設課） 
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◇一般競争入札をして、参加業者が１者だったため、随意契

約しているが、一般競争入札が成り立たなかった経緯は。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇これが続くようだと問題になる。10 数社参加可能ならば、

なぜ参加しないのかを押さえたうえで、随意契約するべき

で、競争性が働いていない怖さがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇施設の特性上そうならざるをえないのは理解しますが、客

観的にみたときに、ずっとあの業者が落としていると言わ

れる。他にもできそうな業者があれば、参加するしないを

押さえた上で、この業者でできない理由が本当にあるのか

どうか確認しておくべきです。 

 

◇どれくらいのエリアに門戸を開いているのですか。 

 

 

 

 

 

 

◇価格の決定方法が、過去５年の平均落札率と聞きました

が、毎年全く同じ工事で、全く同じ価格ですか。 

 

 

◆この案件は毎年実施している補修工事ですが、こ

れまで一般競争入札を実施しても常に１者しかな

く、ただ参加可能な業者数は１０者以上います。１

者入札を有効とすると、この１者は予定価格の１

００％で入札してきますので、市としては１者の

みの入札は中止する旨を公告文に入れています。

市の随意契約のルールで、過去５年間の同種工事

の平均落札率で契約を結ぶことにしています。そ

の業者しかできないのであれば、いきなり随意契

約はできますが、たまたま入札に参加してこない

ということで、中止を挟んで随意契約したという

経緯です。 

 

◆今の方法は形骸化しており、我々も問題意識は持

っています。その業者しかできない技術があると

か、特許があるとか、工業的知的財産権があるとか

の理由ならば、当初から随意契約しますが、プラン

トの補修工事ですので、どこでも参加可能であっ

ても、製造した業者、メンテナンスしている業者し

か参加してこない案件になっています。メンテナ

ンス維持補修の業務委託とあまり変わらない形に

なっていますが、あくまで工事で案件を出してい

ます。違う形に変えるのは難しい。 

 他者が損を承知でプラントごと変える可能性もな

くはないが、考えにくいので今後も恐らく１者と

いうのが続くかと思います。 

 いきなり随意契約を結ぶ方法が１つありますが、

非常に難しいと思いますので、一旦入札を挟んで

随意契約にしているのが現状です。 

 

◆入札を実施しているということは、門戸を開いて

いますが、業者側にどうしても制約がある案件で、

今後、施設の維持補修の動向もありますので、協議

しながら進めていきたいと考えています。 

 

 

◆これは県外の業者も含めています。ハードルは下

げていますが、先にプラント自体を設計した業者

にアドバンテージがあると思います。過去には何

者か参加がありましたが、年々減少し、もう１者と

いう形で定着しています。施設自体を止めること

はできませんし、特殊性や困難性があります。 

 

◆これは清掃工事という工種になり、ごみ焼却施設

の工事もこれに含まれますので、過去５年の平均

落札率は年々多少変わります。平均落札率以下で

契約しますので、若干変動します。 



 

－6－ 

 

 

 

 

 

 

 

審議６ ＜指名競争入札＞ 徳島市道道路附属物点検業務 

                                           （道路維持課） 

◇見事に似たような入札をしています。内訳はバラバラで

す。全体の金額を業者が集まって決めて、内訳は自分で適

当に入れていると邪推してしまう、違うかもしれません。

何とか防ぐため知恵を絞らないのかなと思います。 

 

◇総額は似通っているが、内訳自体は決して同じ数字ではな

いのがわざとらしい。何をどこに積算するのかが業者によ

って違うのが、変な邪推を与えかねない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇点検対象位置図を見てもよくわからない。 

 

 

◇この広さで、６０日でできるのか。 

 

 

 

 

◆工事と違いまして業務になりますので、人件費を

削るとかしない限りは計算上似通ってくるのは仕

方ないのかなと認識しています。 

 

 

◆コンサルタント業者は、５００万円を一定の基準

として、５００万円以上は規模の大きな業者、５０

０万円未満は規模の小さな業者に分けています。

今回は規模の大きな業者になりますが、入札は総

額で決まりますので、内訳明細書の認識が甘いか

もしれません。 

 平成２７年４月に内訳明細書が義務付けられて、

内容によってはミスすると失格になることもあり

ますが、数字の中身が無茶苦茶でも失格になるこ

とはありませんでした。内訳明細書のあり方、取り

扱いについて検討したいと考えております。 

 

◆申し訳ございません。原本は赤色で縁取りをして

いますが、資料が白黒なので印刷の不備です。 

 

◆エリア全域にたくさん点在していますが、計画的

に老朽化しているものから選定して点検していく

業務です。 

審議７ ＜指名競争入札＞ 中央公民館外解体工事設計業務 

                                     （社会教育課・公共建築課） 

◇失格の業者が２者います。クオリティの確保がいる工事で

すか。 

 

 

 

 

◇これから１０年、２０年使う建物を作っていくのならクオ

リティを求めるのはわかるが、壊すだけなら安ければいい

とならないですか。 

 

◇解体設計業務の内容は。 

 

 

 

◆これは設計業務ではありますが、予定価格と平均

入札価格と 0.82 の数字を計算して最低制限価格を

定めています。人件費を削ったり、適正な成果物が

得られなかったりするのを防ぐため、一定の基準

を設けています。 

 

◆この解体工事は、JR の隣で、県の工事もあり、気

を遣う工事です。その設計業務ですので、簡単に壊

せばいいというものではないと考えられます。 

 

◆大きなものが２つありまして、一つは建設当時の

設計図を基に、コンクリートとか鉄筋とか内装材

とかの廃棄物の数量の算定、それを拾う積算業務

であり、もう一つは隣に JR が通っていますので、
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◇それを聞くと大きなリスクではない。この土地で何十年と

頑張ってきた業者さんなので変なことはしない、と思いま

すが。 

物が飛んで行ったりしないように仮設するとか、

工事の進め方とか、JR との協議や、徳島県との協

議など、打ち合わせに要する日時などを含めてい

ます。 

 

◆工事に関する業務委託の最低制限価格は最近設け

られましたが、工事以外の業務委託は通常設けら

れておりません。今回の設計業務委託に関して、設

計担当が説明しましたように、業務を積み重ねて

いってこの予定価格になっていますので、それで

最低制限価格を取っ払うと必要な業務の履行が見

込めないリスクが高くなると判断しています。安

ければいいかもしれませんが、一定の基準を下回

った金額では必要な履行が見込めないと今は判断

しています。 

 

 

 

審議８ ＜一般競争入札＞ かちどき橋２丁目下水管渠改築工事 

                                            （上下水道局） 

◇市長部局の案件では入札結果表、内訳明細書の設計金額

が入ったものが資料としてありましたが、今回添付され

ていませんでした。 

 

◇施工体系図を見ると下請けの業者に大部分を請負わせて

いると思われます。下請けの業者に発注することはでき

なかったのですか。 

 

◇元請けはどのような仕事をしていたのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇施工監理を受注業者が行って、それ以外を下請け業者が

行っているということですか。 

 

◇今回受注した者は契約の権利を持っているということで

すが、実際には施行せず、利益だけを持っていくことに

◆後日、提供させていただきます。 

（令和４年９月２７日各委員に追加提出。資料に

対する意見はありませんでした。） 

 

◆下請け業者は徳島市の登録業者名簿に登録がない

ため、受注することはできません。 

 

 

◆施工計画の作成・工程管理の現場の品質管理、安

全管理、施行者の技術的指導、発注者との協議を

行いました。この工事は管更生の工事ということ

で特殊性があり、工法協会に所属しているという

ことが入札の参加条件となっています。その会員

の中でも工事を受注できる権利と施工権利とは別

にあり、今回の受注業者は契約できる権利のみ保

有しています。 

 

◆直接の作業は下請け、再下請けの業者が行ってお

ります。 

 

◆入札の参加の目的に合致すれば参加することは可

能です。徳島県には施工能力のある業者は数少な
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なりますよね。 

 

 

 

◇競争入札を行うことについて、そういった現状があるの

はおかしい気がします。市内の業者に限定するという発

注方法自体、破綻しているのではないかと思ってしまい

ます。市内発注を見直すのか市内業者とＪＶを組むとか

検討された方がいいのではないでしょうか。このままで

は市内業者が利用されているだけなのではないかとの疑

念が生じます。 

 

◇このままの状況では、技術の継承ができないような気が

します。このことを考慮した入札制度を考えてはいかが

でしょうか。また、このままでは形骸化していくのでは。

分離発注すれば良いのではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

◇これまでの入札において、下請け、再下請けの問題はあ

まり重要視されてこなかったので、もっと目を向けるべ

きではないか。下請けや再下請けのしくみの全体像がわ

かる資料があれば提供してください。 

く、直接の作業は下請けに出さざるを得ないとい

うのが実情です。これは管更生工事の全国的な状

況となっております。 

 

◆市内の業者に発注する原則があります。本来はＪ

Ｖのように出資比率の多い業者から、ノウハウを

蓄積することが本来あるべき姿ではありますが、

ＪＶは大規模な公共工事に限られてしまうため、

逆にはなりますが、技術力がある業者が下請けに

入ることでノウハウの蓄積ができるものと考えて

おります。 

 

◆緊急性を要する管きょの修繕が必要となった際

に、県外の企業が早々に対応してもらえるとは限

らないため、市内企業を育成していく必要があり

ますが、ノウハウを持っているのが県外の中小の

企業となります。市内優先発注の原則が全国的な

ものですので、県外の中小の企業が受注の見込み

がない自治体に対して、申請にも費用が必要であ

るため、業者登録を避けている現状があります。

従いまして、現状では直接発注することが困難で

す。 

 

◆資料が存在するか確認し、後日回答します。 

（令和４年９月２７日各委員に回答） 

当局で作成した資料はありません。国、都道府県

レベルでは策定しているケースもありますが、市

町村では把握しておりません。当局のような小規

模の団体においては、策定する余力がないという

のが現状です。 

 

審議９ ＜指名競争入札＞ 秋田町３丁目ほかマンホール蓋改築工事 

                                            （上下水道局） 

◇８社指名し、辞退が６者の理由は。 

 

 

◇今後はヒアリングをかけておいた方がいいのではないで

しょうか。 

 

◆推測ではありますが、時期的なもので、技術者が

不足していたのではないかと考えられます。 

 

◆検討します。 
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◇マンホール蓋を交換する費用はこんなに高いのでしょう

か。 

 

 

◇マンホール自体も業者が発注するのでしょうか。 

 

 

◇マンホールの材料費はどこに含まれているのでしょう

か。 

 

◇どこからマンホールを仕入れるか決まっているのでしょ

うか。 

 

◇具体的に単価は一式となっていますが基準はあります

か。 

 

◇数量が決まっていたら各社同じになるのでしょうか。 

 

◆一か所あたり３０万から４０万程度必要です。こ

れには、ガードマンの費用、舗装、撤去に係る廃

棄費用等が含まれています。 

 

◆マンホール蓋の性能仕様を決めており、その仕様

に基づき業者が材料を購入します。 

 

◆マンホール工の中に含まれています。 

 

 

◆性能仕様は決まっていますが、仕入れ先は定めて

おりません。仕入れ先は複数あるようです。 

 

◆建設物価積算資料、徳島県の土木積算工事基準に

基づき行っています。 

 

◆積算ソフトを使えば同じになると思います。 

審議 10 ＜随意契約＞ 内町ポンプ場耐震・耐津波詳細設計業務 

                  （上下水道局） 

◇予定価格と入札額を計算したら７割の金額程度の金額で

ありましたが、最低制限価格には該当しないのでしょう

か。 

 

◇積算基準はどのタイミングで変更していますか。 

 

 

 

◇２回入札が不調となっています。資料には金額と技術者

要件が厳しいためと書かれていますが、その具体的な理

由を教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆落札率は７７．５％です。計算式は入札時の金額

です。随意契約に最低制限価格の適用はありませ

ん。 

 

◆標準単価が一年更新のものもありますが改定があ

ればその都度行っています。最近の改定時期は短

くなってきています。 

 

◆一回目の要件のところで構造設計一級建築士とい

う条件を加えていましたが、そもそも保有してい

る者はわずかしかいないため不調となりました。

そのため、もう一度入札をかけたところ、今回契

約した業者のみ応札がありました。しかし、提出

書類において実績が確認できませんでしたので不

調となりました。検討した結果、２回入札を行い、

不調であったことから、①入札を行っても不調に

なる可能性が高いこと、また、②入札額も非常に

安価であったことから、地方公営企業法第２１条

の１４第１項第８号の規程により、「競争入札に付
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◇技術者要件が厳しいのはわかるのですが、金額の見直し

をしていない理由を教えてください。 

 

 

 

 

 

 

◇耐震・耐津波の詳細設計業務ということで、特に徳島は

南海トラフ地震対策として、技術者要件を厳しくするこ

とには理解できますが、最初の条件はハードルが高すぎ

たのではないでしょうか。最初から技術者要件を２回目

のものにしておけば、合理化できたのではないでしょう

か。 

 

◇金額面の条件が合わなかったとのヒアリングがあったに

もかかわらず、今回の入札は安すぎる気がするのですが。 

 

し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札

者がないとき」に随意契約可能とされていますの

で、契約を行いました。 

 

◆担当者が異動しているため、詳細については後日

回答させていただきます。 

 （令和４年９月２７日各委員に回答） 

構造設計一級建築士の要件を外すことで、人件費

が減少しています。そのため、予定価格を見直さ

なくても、応札者はいると判断したとのことでし

た。 

 

◆業務の対象となったポンプ場は大雨のときに動か

さないと市街地が浸水する箇所にあります。その

ため、耐震耐津波に関しては力を入れています。

そのために、元々求めていたものが高くなってし

まったのかもしれません。 

 

 

◆確かにおっしゃる通りで、安価に落札しすぎてい

るのはという疑問はありますが、やはり、構造設

計一級建築士の要件が厳しかったのではないかと

思います。 

（令和４年９月２７日各委員に追加回答） 

コンサルタントの入札においては、入札金額が

５％から１００％までの開きがあることが珍しく

ありません。その理由として、建設工事と異なり、

費用の大部分を人件費が占めることが挙げられま

す。したがいまして、業者間で金額の開きがあるこ

ともありえると思います。 

 

指名停止の運用状況について 

◇前の２つは営業停止処分とか行政処分を受けているので

わかるが、後の２つは逮捕された段階で指名停止してい

る。起訴されなかった場合とか有罪にならなかった場合

はどうなるのですか。 

 

 

 

◆基本的に指名停止は、行政処分ではなく、逮捕、起

訴等を受けた業者とは一定期間、入札に参加させま

せんという自主的な宣言の意味合いがあります。要

綱では、法令等違反の容疑により逮捕、書類送検又

は逮捕を経ないで公訴を提起された場合というこ

とになっていますので、あくまで有罪無罪はその後

の話で、開始時点で指名停止を行うことになってい
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◇処分性がないから、この業者が無罪なのに入札に参加で

きない不利益を被ったとしても、別に事実上の話という

ことですか。 

 

◇富山県警の資料があったらほしいです。なかったらいい

です。今日の資料で、これ談合ではというくらいきれいに

値段が揃っているのがいっぱいありました。私は尻尾を

つかめるだけの力はありませんが、世間ではどうやって

見つかるのかを勉強して、次回の入札監視委員会に備え

たい。何で見つかったのか、それを踏まえて入札する実施

主体として、気をつけなければならないことを教訓とし

て内部でまとめられていると思います。それを開示でき

ないなら結構です。もし監視員という立場で開示しても

いいという資料を作っているのなら、より有効な審議に

活用できたらという趣旨です。 

 

◇大体通報じゃないですか。 

 

 

◇役所としたら、おそらく新人研修とか、特にこのような部

署に配属されるとかなりしていると思います。業者が接

触してくる危険性みたいな何かマニュアルとかがあれば

お見せいただきたい。 

 

◇工事は完成品が重要で、市の検査担当がありますよね。検

査でやり直しさせることはありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇検査は重要だと思います。昔、業者の手抜きがありまし

た。 

 

 

 

ます。その後例えば容疑がなかったとかの場合でし

たら、遡って取り消すことは考えられますが、開始

時点で逮捕、書類送検、公訴の段階で指名停止にな

って、その後の結果については問いていません。 

 

◆指名停止する場合は、上級官庁、県とか国とかの状

況を見ながらしております。県は要綱に基づいて判

断しているケースが多いと感じます。 

 

◆談合に関して、市には資料はありません。警察は警

察の捜査をしていると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆おそらく内部告発や業者からの通報がきっかけと

して多いと思います。 

 

◆官製談合を取り締まる公正取引委員会の職員向け

のはございますので、一般的なものでしたら、次の

時に提示できるようなものを探させていただきま

す。 

 

◆基本的に監督員が常に見ながら、指摘しながら、協

議しながら工事監理をしていきますので、検査の時

点では、改めて漏れが発見できることはあまりない

ように思います。ただ出来栄えが悪く点が低くなる

ことはありますが、市として受け入れられない瑕疵

があるようなことはないと思います。きちんとした

品質のものを市側が受け取り、受注者に対価を払う

ということになりますので、工事検査は非常に重要

な役割です。 

 

◆そのあたりの監理が行き届いてないと問題が出て

きます。受け取れるものかどうかを検査するという

のは非常に大切と認識しており、担当部局にも伝え

ておきます。 

 

 

その他意見 
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◇今日の説明で大体のことがわかりましたし、これから

色々していこうという意見も聞きました。 

 

 

 

 

◇今日資料を鞄で持ってきましたが、外に漏れたら大変な

資料です。これを持ち歩くのは非常に怖い。以前の組織

では情報セキュリティ管理規程があって、こういう機密

資料は必ず２人で、１人で運ぶことは許さない。情報セ

キュリティの管理について、もう少し神経質になっても

いいのではないか。 

 

 

 

 

◆書面での回答と本日の審議した案件の回答はかな

り重複する部分がありますので、問題意識は持って

おりましたが、さらに検討させていただいて、次の

会議の時には何らかの回答の結果をお答えできる

ように考えております。 

 

◆事前にお渡しするようになったのがつい最近で、以

前は当日資料を配布していましたが、委員さんから

いきなり見てもわかりませんということで、今の方

法になっています。資料の案件は全て契約済みの案

件で、機密性があるかどうか、紛失の恐れ、重たい

資料の持ち運び、紙ベースかデータで閲覧のみか等

について、委員長とも相談させていただきながら検

討したいと考えています。 

 

 

以 上 

 


